
 

第３回地域自立のための「人づくり・学校づくり」実践委員会 

 

平成 29 年 11 月１日（水） 
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特別第一会議室（別館９階） 

 

次  第 

１ 開会 

（１）知事挨拶 

 

２ 議事 

（１）報告 

   第２回静岡県総合教育会議開催結果 

（２）意見交換 

   「有徳の人」づくりに向けた就学前教育の充実 

（３）その他 

 

３ 閉会 
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資料４ 就学前教育に関する調査結果 

資料５ 本県の就学前教育の充実に関する取組 

別冊資料 ・平成 28 年度「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に関

する調査・分析」について 

     ・子ども・子育て支援新制度 なるほどＢＯＯＫ 
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平成29年度 第２回静岡県総合教育会議 開催結果 

 

１ 開催日時 平成29年10月10日（火）午後４時～５時15分 

２ 開催場所 静岡県庁別館８階第１会議室Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 

３ 出席者 

静岡県知事 川勝 平太 

教育長 木苗 直秀 

斉藤 行雄 

興  直孝 

渡邉 靖乃 

藤井 明 

教育委員 

加藤 百合子 

地域自立のための「人づくり・学校づくり」実践委員会 

委員長 矢野 弘典 

 

４ 議事 社会総がかりで行う「技芸を磨く実学」の奨励 

（子供たちが文化、芸術、スポーツに触れる機会の創出） 
 
５ 出席者発言要旨（抜粋） 

  出席者から以下のような提案が出された。 

・子供たちに、文化、芸術、スポーツの本物を生で触れさせる機会を計画的に

与えていくことが重要であり、またそれは受け身でなく、体験や発表、実践

をする場面を設けることが必要である。 
 

・技芸を磨くことで豊かな人生を送ることができ、生の芸術の鑑賞機会がその

きっかけとなる。また、合唱大会などのようにクラス全員が役割を持つイベ

ントは、社会に出て役立つ体験となるので、各学校で実施できたら良い。 
 

・トップアスリートやトップの芸術家など世界で活躍する人材を育てるには、

必要となる財政負担を支援する制度や、引退後も活躍の場を用意するなどセ

カンドキャリアを地域で考える体制が必要である。 
 

・技芸は頭の開放であり、人が社会に対して足を地につけるのに必要である。

演劇などの表現･コミュニケーション教育については、専門家の力も借りなが

ら、中高一貫でプログラムのフレームを作り、学校のカリキュラムの中へ導

入すると良い。 
 

・全国的には高校での演劇科の設置事例もあることから、それらを参考にして

本県での設置について検討を進めていきたい。 
 

・本県にもバカロレア認定校が増えると良く、そのためには、必要となる財政

面での支援や認定までのプロセスの研究等を進めたらどうか。 
 

６ 知事総括 

  技芸は頭の開放になるという意見が印象に残り、これは現在の学習指導要領に則

った教育では見落とされているものがあるということではないか。 

合唱や演劇などは、カリキュラム化、プログラム化が可能であると感じ、特に演

劇は SPAC を活かして、公立の学校の中にどう組み込んでいくか検討する。 

国際化に関しては、バカロレアを難しく考えずに進めていけば良い。 

資料１ 
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社会総がかりで行う「技芸を磨く実学」の奨励 

（子供たちが文化・芸術・スポーツに触れる機会の創出）に関する論点 

 

 静岡県の未来を担う「有徳の人」の育成を進めるに当たっては、「知性を高め

る学習」（英数国理社等）だけでなく、小さな頃から「技芸を磨く実学」（農林

水産業、工業、商業、芸術、スポーツ等）に触れる機会を与え、子供たちの興

味や関心を引き出し、一人一人の能力や適性、意欲に応じた多様で柔軟な教育

をより一層展開する必要がある。 

 特に、子供たちの豊かな感性を育み、心身の健全な発達を促すためには、子

供たちが幼少期から多彩で魅力ある文化・芸術に触れるとともに、スポーツに

親しむことが重要である。 

 さらに、子供たちが自らの夢をかなえ、世界で活躍する芸術家やアスリート

などになるためには、子供たちの素質を見出し、個々の才能を開花させること

が重要である。 

 

論点：文化・芸術・スポーツに触れる機会の充実 

子供たちの豊かな感性や創造性を育み、心身の健全な発達を促すためには、幼

少期から優れた文化・芸術や多様なスポーツに直接触れ、豊かな創造力や思考

力を養うとともに、健康及び体力を向上させることが重要であるが、学校の内

外において、子供たちが文化・芸術・スポーツに触れる機会をどのように充実

させていくか。 

第２回総合教育会議 資料 
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実践委員会の意見の総括 

・ 文化･芸術が子供たちに与える教育効果は大きく、例えば演劇からは、

全員が一緒にならないと作り上げられないという特性からチームワー

ク等を、クラシック音楽からは、聴くことを通してコミュニケーション

能力のほか自己実現、他者理解等を学ぶことができる。 

・ 学校外で開催される公演や美術館等の展覧会等も、文化･芸術に触れる

大切な機会であるが、その開催情報の発信方法を工夫することにより、

子供たちの機会を増やすことができる。 

・ 一流のスポーツ選手の育成には、強い自信とプライドを持たせられるよ

うな高い資質を持った指導者や親の関わりが必要である。また、地域に

あるプロチームや企業等と連携した取組が有効であり、磐田市でスター

トした地域スポーツクラブが、他地域でも設立されると良い。 

・ 本県が誇る SPAC、県立の劇場を活かし、現在実施している「中高生鑑

賞事業」を県内の中高生全員を対象にできないか、また、県立高校に「演

劇科」を設置できないか。 

・ 部活動の選択肢の減少を防ぐととともに、指導人材の不足を補う意味で

も、スポーツだけでなく、文化･芸術の人材バンクも構築されることを

期待する。 

・ スポーツ選手の育成には、中高生の６年間を無駄なく過ごさせる一貫教

育が出来ると良く、トップレベルを目指す選手には、大会出場等への学

校の理解やその際の学業等への支援も必要である。 

・ 中高一貫教育の清水南中･高では、高等部の芸術教育（音楽、美術）、学

校全体で導入されているICT教育が効果を上げており、その取組はさら

に進めると良い。また、早くから国際バカロレア機構が提供する教育プ

ログラムを導入した加藤学園暁秀中･高も、先進的で特徴ある取組が効

果を上げている。 
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社会総がかりで行う「技芸を磨く実学」の奨励 

（子供たちが文化･芸術･スポーツに触れる機会の創出） 

に関する実践委員会の意見 
 

 

論点：文化･芸術･スポーツに触れる機会の充実 

文化･芸術教育の効果等に関する意見 

○特に芸術の分野は、年齢が上がるにつれて独創性が失われる傾向にある

ので、小学生から自由な発想でやらせるのが大切。そこで誰かに認めて

もらうと人生に大きな影響が出る。（加藤委員） 
 
○演劇は、観にいくだけでなく、みんなで作るという感覚も大事であるの

で、演劇を学校教育の場にもっと取り込むことで、子供たちの感性とか、

チームワーク等を醸成できるのではないか。（池上副委員長） 
 
○演劇は、演者だけでなく照明や大道具など裏方の仕事まで、全員が一緒

にならないと作り上げられないという特性から、チームワーク等、学べ

ることが多くあるので、学校の文化祭等の場を活用して体験させると良

い。（加藤委員） 
 
○クラシック音楽には、数百年前からの人々の様々な思い、苦労が込めら

れており、これを聴く（鑑賞）ことで、人の話を聞くことができる人、

コミュニケーションがとれる人が育つ。また、音楽を使ったワークショ

ップ等は、コミュニケーションだけでなく、自己実現、自己啓発、他者

理解、さまざまな方面で非常に効果がある。（仲道委員） 
 
○芸術教育は「代替不可能性」をもたらす、という研究がある。その意味

は、人の表現や思考、あるいはその存在はそれぞれ異なり固有のもので

あるということで、それこそが教育のミッションであり、教育の公共性

である。（仲道委員） 

 

文化･芸術の情報発信に関する意見 

○意識調査等から、芸術等の公演や展覧会等の開催情報が伝わっていない

ことがうかがわれるので、子どもたちが芸術等に触れる機会を増やすた

めには、開催情報の共有や伝達方法について、親に直接伝えるようにす

るなど、一考する必要があるのではないか。（藤田委員） 

 

○美術館での集客は、その企画内容の良し悪しもあるが、広報の仕方を工

夫することで、全国、海外からも集客できるなど、どのように情報を流

すかが重要である。地域性と世界性の両方を考えながらその方法を開拓

することで、人を動かすエネルギーが出てくる。（渡邉委員） 

第２回総合教育会議 資料
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一流のスポーツ選手の育成に関する意見 

○世界の一流を目指すには、自らの意志でやること、絶対に負けないとい

う自信とプライドを持てるだけの多くの経験を積むことが必要である。

そうしたヒントを与えていける高い資質を備えた指導者に加え、親の関

わり、環境も含め、一体となって育成していく必要がある。（山本委員） 

 

○県内東･中･西の各地域でそれぞれにモデル地区を作り、地域にあるプロ

チームや実業団チームと連携し、加えて地域の企業からのバックアップ

も得れば、20年後につながる育成が期待できる。（山本委員） 

 

本県の学校教育への提案に関する意見 

《文化・芸術》 
○SPAC で行ってきている「中高生鑑賞事業」を観た子どもたちから、世

界の舞台で活躍する俳優が育っている。本県には県立の劇場があるので、

本県内の中高生全員が、ＳＰＡＣの芝居を観られる仕組みが実現できな

いか。（宮城委員） 

 

○県立の清水南中学には「表現」という学科があるが、高校になると美術

か音楽になってしまい「演劇」は学べない。「演劇科」のある県立高校が

一つ生まれると良い。（宮城委員） 

 

○本県には、既に SPAC、静岡文化芸術大学があり、これに高校レベルで

の学びの場ができれば、文化・芸術分野で小・中・高・大とつながって

いくような人材育成ができる体制となる。（池上副委員長） 

 

○学校教育現場では、少子化の影響に加えて、指導できる人材不足の影響

もあるのか、部活動の選択肢も減っているようであるので、スポーツだ

けでなく、芸術の人材バンクも構築されることを期待する。（白井委員） 

 

《スポーツ》 
○選手の育成において、中学生から高校生までの過程は重要であり、中三

の夏から高校入学までの数ヶ月であっても、無駄にすると世界の頂点に

近づけない。それには、人材確保が課題ではあるが、中高一貫教育でや

れるのが良い。（山本委員） 

 

○トップを目指す子どもたちが、全国や世界の大会等へ出場するに際し、

公欠の取扱い、その間の学業の支援等の学校側の理解が必要である。 

 （山本委員） 
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○クラブチームが多くなっているとは言われるが、まだまだ学校の部活動

に属している子どもたちが圧倒的に多いので、部活動を活性化、強化し

ていくことが、静岡のスポーツ全体の底上げにつながる。（山本委員） 

 

《その他》 
○文化･芸術･スポーツいずれの面でも、在学中あるいは卒業してから急に

目覚めたり一流になったりすることがあるため、そのきっかけとなるよ

うな場と機会を、学校教育の中でできる限り多く提供することが大事で

ある。（塙委員） 

 

○農芸、園芸の「藝」は芸術の「藝」で、その字体には、土と木と丸から

成り立つ部分があり、丸は人の手の意である。芸術やスポーツも、子ど

もたちに現場で体験させることが大切である。活動にかかる経費への助

成や、活動が学校の単位として認められる制度があれば、なお良い。 

 （片野委員） 

 

本県学校教育の先進的な取組等に関する意見 

○中高一貫教育の清水南中･高の高等部には芸術科が設置され、音楽と美術

のそれぞれに多くの専門家がマンツーマンに近い形で生徒の指導に当た

っている。さらに、ICT の導入により、ipad を活用した授業の実施や教

員の負担を減らすなど、特徴ある先進的な取組をしている。両方ともさ

らに進めたら良い。（矢野委員長） 

 

○国際バカロレア機構の認定を受けている加藤学園暁秀中･高では、単に英

語による授業が行われているだけでなく、自ら考える力を養っており、

生徒たちが生きる自信を持ち、顔も生き生きしており、これが人間教育

だと感じた。（矢野委員長、杉委員） 

 

○県内全ての子どもたちが、小学校から高校までの間に、富士山に必ず一

度は登るようにすれば、静岡県のアイデンティティーを生かした教育と

なるのではないか。（マリ委員） 
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「有徳の人」づくりに向けた就学前教育の充実に関する論点 

 

 静岡県の未来を担う「有徳の人」の育成を進めるに当たっては、幼児期から

家庭、地域、幼稚園等において、基本的な生活習慣や学習習慣、モラルやマナ

ー、そして豊かな人間性を育成する必要がある。 

 特に、幼稚園、保育所、認定こども園等においては、家庭では体験できない

社会、文化などに触れ、豊かな感性を育むとともに、集団活動を通して、小学

校以降の生活や学習の基盤を培うことが必要である。 

 

 

論点１：豊かな感性を育む幼児教育の推進 

 幼児期は、人格形成の基礎が培われる極めて重要な時期であり、家庭、

地域、幼稚園等が連携し、生活や遊びの中で感性を働かせる体験を通して、

情緒的・知的な発達、あるいは社会性を涵養することが重要である。 

 個々の幼稚園、保育所、認定こども園等が行っている教育・保育をより

一層充実したものとするために、県としてどのような取組が必要か。 

 

 

論点２：幼稚園等と小学校の連携推進 

 幼稚園等での学びを小学校に引き継ぐとともに、小１プロブレム※に対

応するためには、幼稚園等と小学校が連携することが重要である。 

 幼稚園等と小学校の連携をより一層推進するために、県としてどのよう

な取組が必要か。 

  ※小１プロブレム･･･小学校一年生になった子供たちが「集団行動がとれな

い」、「授業中に座っていられない」、「先生の話を聞かない」などの学校

になじめない状態 

資料２ 
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    県教育振興基本計画における「有徳の人」づくりに向けた 

    就学前教育の充実に関連する施策とその位置付け 

 

第２章 ライフステージの円滑な接続による人づくりの推進 

 １ 幼児期の教育の充実 

  (1) 家庭における教育力の向上 

   ア 市町と連携し親学の推進などの中で、親子で触れ合うことの大切さについて理

解の促進を図ります。 

    ［主な取組］ 「家庭の日」の普及啓発 

           親学の必要性の普及啓発 

 

   イ 家庭教育ワークシートの活用促進など、幼稚園、保育所、学校、地域や関係部

局とも連携した家庭教育支援を推進します。 

    ［主な取組］ 地域の家庭教育支援の充実 

           家庭教育ワークシートの活用促進 

           「人づくり地域懇談会」の開催 

           地域で気軽に親子が集える場の提供 

 

   ウ 家庭における子どもの豊かな心を育むための親子読書や、健やかな体を育むた

めの食育を支援し、心と体の調和した人間形成の基礎づくりを推進します。 

    ［主な取組］ 読書ガイドブックの作成・改訂・活用（再掲） 

           学校における食育ガイドラインの活用 

           朝食摂取状況調査の実施 

           ホームページ等を活用した情報発信 

           ふじのくにの食育の推進 

           食育教室等の開催を通じての、望ましい食習慣や豊かな人間性を 

           もたらす「共食」の普及・啓発 

 

   エ 家庭の教育力の向上に向け、子どもを育てやすい環境の整備に努めるとともに

父親の家庭教育への参加を促進します。 

    ［主な取組］ 男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

           子育て家庭の経済的負担の軽減 

           親が交流して家庭教育を学ぶ活動の普及啓発 

 

 

資料３ 
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   オ 生活様式の変化や価値観の多様化、地域の中での孤立化などに伴う児童虐待や

モラルの低下、障害のある子どもに対する早期支援等、家庭教育に関わる問題を

解消するため、家庭教育支援体制の確立を目指します。 

    ［主な取組］ 児童相談所の体制強化 

           特別支援学校での超早期教育の推進 

           市町要保護児童対策地域協議会の活動の充実への支援 

 

  (2) 幼稚園・保育所における教育・保育の充実と支援 

   ア 幼児の主体的な活動を促し、幼児期にふさわしい教育が展開されるよう、幼稚

園教員の指導力向上や開かれた幼稚園づくりを図るとともに、幼・保・小の連携

を推進し、質の高い教育を目指します。 

    ［主な取組］ 遊び等を通じた子ども同士の体験活動の充実 

           幼稚園・保育所・小学校等教職員の資質向上のための連携強化 

           学校評議員制度＊導入の促進 

           学校関係者評価の実施 

           特別支援教育や道徳教育等に関する様々な研修の充実 

     ＊学校評議員制度： 

       地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するために、保護者や地域住民

から学校運営に関しての意見を聞く制度です。 

 

   イ 国の動向を踏まえ、県民の多様な教育ニーズに幅広く応えるため地域性、独自

性を生かした魅力ある幼稚園や保育所づくりを支援します。 

    ［主な取組］ 幼児教育を支援する研修拠点機能の設置 

           地域の実情に合った子育て支援の推進・預かり保育及び延長保育

の推進に対する支援 

           認定こども園の整備促進への支援 

 

   ウ 教員の資質向上等、私立幼稚園の幼児に対する教育条件の維持・向上のための

取組を支援します。 

    ［主な取組］ 私立幼稚園経常費助成による支援 

           研修等への助成による支援 
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就学前教育に関する調査結果 

 

１ 幼稚園、保育園、認定こども園などへの入園を決めた理由（複数回答）（全国の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 母親の幼稚園・保育園への要望（経年比較）（首都圏の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：園での経験と幼児の成長に関する調査（平成28年）（ベネッセ教育総合研究所） 

出典：第５回幼児の生活アンケート（平成27年）（ベネッセ教育総合研究所）

資料４ 
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３ 園の環境などの印象（全国の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 子育ての悩みについての家族以外の支援者の有無（本県の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成24年度幼児期における家庭教育実態調査（県教育委員会社会教育課）

出典：園での経験と幼児の成長に関する調査（平成28年）（ベネッセ教育総合研究所）
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５ 家族以外の支援者がいない理由（本県の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後、家族以外で支援者になってほしい人（本県の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成24年度幼児期における家庭教育実態調査（県教育委員会社会教育課） 

出典：平成24年度幼児期における家庭教育実態調査（県教育委員会社会教育課） 
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７ 出典 

 (1)園での経験と幼児の成長に関する調査（ベネッセ教育総合研究所） 

調査対象 幼稚園、保育園、認定こども園等に通う年長児をもつ保護者2,266人 

（母親2,060人、父親206人） ※年齢は25～49 歳 

調査時期 平成28年２月19日～２月22日 

調査方法 インターネット調査（インターネット調査会社のモニターの中から、上記属

性に該当する方に調査協力を依頼し、子どもの性別が１：１となるサンプル

構成を目指して回収を行った） 

 

 (2)第５回幼児の生活アンケート（ベネッセ教育総合研究所） 

調査対象 首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）の０歳６か月 ６歳就学前の

乳幼児をもつ保護者4,034人 

（20年間の経年比較を行う際など、０歳６か月 １歳５か月の乳幼児をもつ

保護者の回答を分析から除外し、１歳６か月 ６歳就学前の幼児をもつ保護

者3,466人を対象とする場合がある。） 

調査時期 平成27年２月～３月 

調査方法 郵送調査法 

調査結果 配布数11,384通、回収数4,034通（回収率35.4%） 

 

 (3)平成24年度幼児期における家庭教育実態調査（県教育委員会社会教育課） 

調査対象 県内の幼稚園・保育園等に通う４歳児の保護者 

調査時期 平成25年２月 

調査方法 各幼稚園・保育園等を通じて調査 

調査結果 標本数2,624、有効回収数2,310、有効回答率88.0％ 
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本県の就学前教育の充実に関する取組 

 

１ 教育・保育の場の類型（概要） 

区分 幼稚園 認定こども園 保育所 地域型保育 

保育認定 教育認定 
対象年齢 ３歳～就学前

０～就学前 ３歳～就学前
０歳～就学前 ０～２歳 

施設・事業

の説明 

小学校以降の
教育の基礎を
つくるための
幼児期の教育
を行う学校 

幼稚園と保育所の機能や特長を
あわせ持ち、地域の子育て支援
も行う施設 

就労などのた
め家庭で保育
できない保護
者に代わって
保育する施設 

保育所（原則
20 人以上）よ
り少人数の単
位で、0～2 歳
の子どもを保
育する事業 

利用時間 
昼過ぎ頃まで 
（園により預り
保育を実施） 

夕方まで 
（園により延長
保育を実施） 

昼過ぎ頃まで 
（園により一時
預かりを実施） 

夕方まで 
（園により延長
保育を実施） 

夕方まで 
（園により延長
保育を実施） 

利用できる

保護者 
制限なし 

共働きなどの事情で
家庭で保育のできな
い保護者 

制限なし 
共働きなどの事情で
家庭で保育のできな
い保護者 

共働きなどの事情で
家庭で保育のできな
い保護者 

 

２ 県内の幼稚園、保育所等の施設数（H29.4.1現在） 

区分 幼稚園※ 認定こども園 保育所 地域型保育 

国立 1 0 0  0 

公立 214 78 138  20 

私立 190 116 288  159 

計 405 194 426  179 
※休園を除く。 

 
【参考】県内の認可外保育施設数(H28.3.31現在)：299箇所(うち事業所内保育施設132箇所) 

（出典：厚生労働省調査） 
 

３ 幼児教育・保育・子ども子育て支援に関する組織 

所属 担当業務 

教育委員会 

義務教育課幼児教育推進室

（幼児教育センター1） 

・公立幼稚園の届出に関すること 

・公立幼稚園及び公立幼保連携型認定こども園の 

 幼稚園教諭保育教諭の法定研修 

・幼児教育の内容・指導方法等に関する調査研究 など 

文化・観光部 

総合教育局私学振興課 
・私立幼稚園の認可に関すること 

健康福祉部 

こども未来局こども未来課

・保育所・認定こども園の認可・認定・届出に関すること 

・子ども・子育て支援新制度に関すること 

・保育人材の確保に関すること など 

                         
1 都道府県等が広域に、幼児教育の内容・指導方法等に関する調査研究、幼稚園教諭・保育士・保

育教諭や幼児教育アドバイザーに対する研修機会の提供（幼児教育アドバイザー候補者の育成を含

む）や相談業務、市（区）町村や幼児教育施設に対する助言・情報提供等を行う地域の拠点 

資料５ 
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４ 取組事例（教育委員会） 

 項目 内容 

1 

幼児教育専門員（幼児教育

アドバイザー）等の派遣 

（義務教育課幼児教育推進室） 

・県が任用する幼児教育専門員（幼児教育アドバイザー2）

を、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校等に派遣

し、その活用効果を各市町に発信することを通して、

各市町に幼児教育アドバイザーの配置を促す。 

2 

幼児教育の推進体制構築 

事業研究推進地域の指定 

（義務教育課幼児教育推進室） 

・賀茂１市５町（下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、

松崎町、西伊豆町）を研究推進地域として指定し、幼

児期の教育と小学校教育との円滑な接続のため、幼稚

園・保育所・認定こども園等の横の連携及び小学校と

の縦の接続の在り方、接続期のカリキュラム等につい

て調査・研究し、その成果を県内に発信 

3 

静岡県版幼小接続モデル 

カリキュラムの作成 

（義務教育課幼児教育推進室） 

・幼児教育が小学校教育を見通し、小学校教育が幼児教

育を踏まえたものとするには、幼児教育と小学校教育

の接続期の教育計画に連続性・一貫性を持たせる必要

があるが、本県ではそれが定着していないため、事例

を盛り込んだモデルカリキュラムにあたるものを作

成・普及する。 

4 

静岡県幼児教育ポータル 

アプリの開発・配信 

（義務教育課幼児教育推進室） 

・子育てや教育・保育に悩んだり迷ったりしたときに活

用できるアプリを開発し、子育て世代の保護者を対象

に、子育てに関する情報を発信することで、子育てに

関する不安感や孤独感の解消を図ることに寄与する。

・また、幼稚園教諭、保育士、行政職員などを対象に、

幼児教育に関わる情報発信を強化することで、県内幼

児教育の充実を図る。 

5 

静岡県就学前教育推進協議

会の開催 

（義務教育課幼児教育推進室） 

・幼児教育の推進体制の構築、幼児期の教育と小学校教

育の円滑な接続、幼児教育推進のための情報発信等に

ついて協議し、就学前の教育・保育に関わる関係機関

が相互に連携して幼児教育の一層の充実を図る。 

6 

市町幼児教育担当者連絡会

の開催 

（義務教育課幼児教育推進室） 

・市町間の情報交換、県からの情報提供、市町において

指導的な役割を果たす教職員の資質向上を図る研修の

実施等を通して、県全体の幼児教育の質の向上を図る。

7 都道府県協議会説明会 
・新教育・保育要領の説明会を実施する。公立・私立、

幼稚園・保育所・こども園の区別なく、参加を募る。

8 

幼稚園初任者研修・ 

中堅教諭等資質向上研修 

（義務教育課幼児教育推進室） 

・公立幼稚園の初任者又は在職期間が10年に達した者 

 に対して研修を実施し、教諭等としての資質の向上を

図る。 

                         
2 幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、域内の幼児教育施設等を巡回し、教育内容や

指導方法、環境の改善等について指導を行う者 
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５ 取組事例（知事部局） 

 項目 内容 

1 
私立学校経常費助成 

（私学振興課） 

・私立学校の教育条件の維持及び向上、児童・生徒等に

係る経済的負担の軽減、私立学校経営の健全性の向上

を図るため、私立学校の経常的経費を助成 

・子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園及び認定

こども園に対して、特色ある幼児教育の充実を図るた

めの経費を助成 

2 

私立学校教職員研修等 

事業費助成 

（私学振興課） 

・私学団体が私立学校教職員の資質向上のために実施す

る研修事業の経費に対して助成し、私学教育の充実を

図るとともに、特色ある私立学校づくりを支援 

3 

私立学校退職基金造成費 

助成 

（私学振興課） 

・私学教育の振興を図るため、県内私立学校に勤務する

教職員への退職金給付のための基金造成を行う３団体

に基金造成費の一部を助成 

4 

日本私立学校振興・共済 

事業団助成 

（私学振興課） 

・私学共済に加入する私立学校教職員の掛金の負担の軽

減及び福利厚生の充実を図る。 

5 

私立学校地震対策緊急整備

事業費助成 

（私学振興課） 

・東海地震等大規模地震の発生時における児童・生徒等

の生命の安全を確保するため、私立学校の実施する地

震対策を支援し、私立学校の耐震化を進める。 

6 

私立幼稚園子育て支援 

事業費助成 

（私学振興課） 

・私立幼稚園等が正規の教育時間の前後や休業日、長期

休業期間にも保護者の希望により一定時間園児を預か

って保育し、育児と仕事の両立を図れるよう支援 

・(一社)静岡県私立幼稚園振興協会が保護者等に対して

行う子育て相談会及び情報提供事業並びに臨床心理士

によるカウンセリングの実施に要する経費に対し助成

・核家族化の進行や地域の子育て力の低下を背景に、地

域において子どもが健やかに育成される環境が整備さ

れるよう、子育て支援の総合的な提供の推進が求めら

れているため、子育て支援事業を行う私立幼稚園に対

して助成 

7 

私立幼稚園等教育支援体制

整備事業費助成 

（私学振興課） 

・教育支援体制整備事業費交付金を財源とし、幼児教育

の質の向上等のため、教育支援体制の整備を行う私立

幼稚園、幼稚園型認定こども園を設置する学校法人及

び幼保連携型認定こども園を設置する学校法人又は社

会福祉法人に対して助成 
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 項目 内容 

8 
認定こども園整備事業費助成 

（こども未来課） 

・増加する保育ニーズに対応するため、認定こども園の

整備を実施する市町に助成 

9 

静岡県子育て支援ポータル

サイト「ふじさんっこ☆子

育てナビ」の運用 

（こども未来課） 

・子育て支援に積極的な市町・民間団体等の取組・子育

て経験者等が活躍する子育て支援活動の事例などを情

報発信することで、子育て支援活動に取り組む者の意

欲の高揚とこれらの取組への県民の参加促進を進め、

県内の子育て支援活動の拡充を図る。 

10 
保育の質向上促進事業 

（こども未来課） 

・保育士を対象とした静岡県主催の研修会を開催し、保

育現場において保育士に必要とされる専門的知識や技

術の向上に取組む。 

11 
保育対策等促進事業費助成 

（こども未来課） 

・共働き世帯の増加や就労環境の変化に伴う多様な保育

ニーズに対応するため、延長保育や病児保育などの事

業を行う市町に対して助成 

12 
多様な保育推進事業費助成 

（こども未来課） 

・安心してこどもを生み育てる環境を整備するため、国

の基準を上回る手厚い保育士配置を行う私立保育所等

を支援する市町に対して助成 

13 
年度途中入所サポート事業 

（こども未来課） 

・年度途中に入所する０～２歳児に対応するため、保育

士を年度当初から配置する私立保育所等を支援する市

町に対して助成 

14 
子育て支援事業費助成 

（こども未来課） 

・地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、ファミリ

ー・サポート・センター事業など、市町子ども・子育

て支援事業計画に従って実施される子育て支援事業を

実施する市町に対して交付金を交付 

15 
子育て支援員養成事業費 

（こども未来課） 

・保育や子育て支援分野に従事するために必要な知識や

技能等を習得する研修を実施し、子育て支援員を養成

16 

子ども・子育て支援給付費

負担金 

（こども未来課） 

・市町が児童等を保育所、認定こども園、幼稚園（新制

度移行施設のみ）、小規模保育、家庭的保育、事業所内

保育へ入所させるために要する経費の一部を県が負担

17 
児童手当給付費負担金 

（こども未来課） 

・児童を養育している者に支給する児童手当の支給に要

する経費の一部を、支給事務を担う市町に対して交付

18 
保育士等確保対策事業費 

（こども未来課） 

・保育所及び認定こども園等の整備に伴う保育士需要の

増加に対応するため、保育士・保育所支援センターを

設置し、潜在保育士の保育所への復帰などを支援 

19 
保育士処遇改善推進事業費 

（こども未来課） 

・保育士の技能や経験に応じたキャリアアップ制度の構

築及び保育所等への制度導入を支援 
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【参考】教育・保育の実施主体としての市町 

 

 子ども・子育て支援法及び児童福祉法により、市町村は、以下の責務を有する。 

・子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、良質かつ適切な教育及び保育その

他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保す

ること 

・保育を必要とする場合は、児童を保育所において保育しなければならず、また、認定こ

ども園や家庭的保育事業により必要な保育を確保するための措置を講じること 

 

○市町の取組事例 

 項目 内容 

1 

幼稚園、保育所、認定こど

も園等による教育・保育の

提供体制の確保 

・地域住民のニーズを把握した上で、幼稚園、保育所、

認定こども園の設置や家庭的保育事業等を行う。 

2 児童館の設置運営 
・18歳未満のすべての子どもを対象とし、健全な遊びの

提供等により、子どもを心身ともに健やかに育成する。

3 
ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

・市町が設置する、地域において子どもの預かり等の援

助を行いたい者と受けたい者からなる会員組織によ

り、子育てに関する相互援助活動を行う。 

（活動の例） 

保育所、幼稚園等の送迎 

保育所や小学校の開始前、終了後に子どもを預かる 

保護者の病気や急用等の場合に子どもを預かる 

4 地域子育て支援拠点事業 

・公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、

乳幼児やその保護者が相互に交流するほか、子育てに

ついての相談、情報の提供などの支援を行う。 
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幼児教育専門員（幼児教育アドバイザー）等の派遣について 

                         （義務教育課 幼児教育推進室） 

１ 目的 

  県が任用する幼児教育専門員（幼児教育アドバイザー）を、幼稚園・保育所・認定こ

ども園・小学校等に派遣し、その活用効果を各市町に発信することを通して、各市町に

幼児教育アドバイザーの配置を促す。 

 

２ 概要 

   本事業導入の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本事業の内容 

◎幼児教育専門員（幼児教育アドバイザー）を幼稚園・保育所・認定こども園・小学校に派遣 

対 象 全県 モデル地区（賀茂地域） 

派遣者 県幼児教育専門員 等 賀茂地域幼児教育アドバイザー 等 

派遣形式 要請（依頼）に応じて訪問する。 定期的に訪問する。 

派遣内容 ・校園内研修の支援（講話・助言・企画運営 等）

・市町等主催研修会の支援（講話・助言・企画運営 等） 

・幼保こ小のコーディネート 

（情報収集・情報提供・協議会連絡会等の開催 等） 

・校園内研修の支援（講話・助言・企画運営 等）

・市町等主催研修会の支援（講話・助言・企画運営 等）

   ★期待される効果（成果） 

    ・園や学校の実態に応じて研修が進められるので、研修の機会が拡大する。 

    ・施設類型や校種を問わず、同じ情報が提供されることにより、幼児教育・小学

校教育への理解が深まる。 

    ・地域の幼保こ小の連携が促進され、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続が

図られる。 

 

         活用効果を検証 

         本事業の成果を発信 

             ↓ 

            成果指標が必要 

 

 

 

 

【社会の動向】 

・全ての子どもに質の高い幼児教育を提供

することが求められている。 

・これからの社会に必要な資質・能力の育

成を図るため校種間の円滑な接続が求め

られている。 

【静岡県の現状】 

・（幼児教育施設において）研修時間の確保が困難。 

（市町において）専門性を持った指導主事等の配置率が低い。

・県内多くの幼児教育施設と小学校で子ども又は

職員の交流実績があるが、互いの教育・保育へ

の理解は十分図られているとは言えない。 

【その他の検討課題】 

・幼児教育アドバイザーの育成 

・市町の実情に応じた配置体制の整備 

（単独配置・共同配置・現職教員の兼務 等）

・配置にかかる予算の確保 

市町 

幼児教育アドバイザーの配置 
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平成 29年度幼児教育の推進体制構築事業研究推進地域の指定等について 

（義務教育課 幼児教育推進室） 

１ 目的 

  幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続のため、幼稚園・保育所・認定こども園等の横の

連携及び小学校との縦の接続の在り方、接続期のカリキュラム等について調査・研究し、その

成果を県内に発信することにより、幼小接続期の教育・保育における質の向上を目指す。 

２ 研究推進地域  

  賀茂１市５町（下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町） 

３ 研究推進地域選定理由等 

 ・幼稚園・保育所・認定こども園等多様な幼児教育施設がある地域である。 

 ・６市町が教育の充実に関して連携協約を結び、拠点となる賀茂地域教育振興センターを平成

29 年 4 月に設立する予定である。 

 ・幼保こ小の交流の実績があり、教職員が互いの教育・保育を理解する必要性を感じている。 

 ・接続カリキュラムについて、今後の導入を積極的に検討している。   

H28 実態調査による現状 

教育課程の連続性・一貫性 人材育成 多様な接続形態（園・所・学校数） 市町名 

①アドバイザー配置 ②連携協議会等の設置 ③接続カリキュラムの実施 ④幼保こと小との交流 ⑤市町主催研修の実施 幼 保 こ 小 1 施設から接続する小学校数 

下田市   ▲ ▲ ● １ ２ １ ７ 6.5 

東伊豆町   ▲ ● ● ３ １  ３ １ 

河津町   ▲ ● ● １   ３ ４ 

南伊豆町   ▲ ●    ２ ３ ２ 

松崎町   ▲ ●  １ １  １ １ 

西伊豆町  ● ▲ ●  ２ １ １ ３ ２ 

（注）●…有る ▲…有るが内容が不完全又は一部の園・所・学校のみ実施   

４ 研究の内容及び流れ 

 

１年目(H29) 研究内容/時

期 前期 後期 

２年目(H30) 

①賀茂地域幼児

教育アドバイザー

による巡回訪問 

・巡回訪問の計画作成 

・巡回訪問による情報収集 

 

・各園・所・学校に情報提

供・助言・指導 

・巡回訪問による効果検証

・各園・所・学校訪問の計画と実施 

・巡回訪問による効果検証 

②地区における

幼小接続に関す

る会議体等の開

催 

・幼小接続に関する情

報共有等の会議体

の開催を検討（既存

の会議体活用可） 

・地区内の幼児教育施設と

小学校が集まる会議等を

開催し、接続期の教育保

育について協議する。 

・引き続き、地区内の幼児教育施設と小学

校が集まる会議等を開催し、接続期の教

育保育について協議する。 

③接続カリキュ

ラム開発研究 

（下田研究指定園・校） 

・域内の幼小の教育内容の相互理解（保育・授業参観等）

・接続モデルカリキュラム検討委員会への参加 

・県版接続モデルカリキュラム（試案）を踏まえて地域の

独自性に応じたカリキュラムの開発 

・県版接続モデルカリキュラム（試案）を踏まえて作

成した地域の独自性に応じたカリキュラムの実

践・検証・改善 
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静岡県版幼小接続モデルカリキュラムの概要について 

（義務教育課 幼児教育推進室） 

１ 目的 

幼児教育が小学校教育を見通し、小学校教育が幼児教育を踏まえたものとするには、

幼児教育と小学校教育の接続期の教育計画に連続性・一貫性を持たせる必要があるが、

本県ではそれが定着していないため、事例を盛り込んだモデルカリキュラムにあたる

ものを作成・普及する。 

 

２ コンセプト 

(1) 地域の幼児教育施設の教職員と小学校の教員が幼小の円滑な接続のため、接続期（５ 

歳児後半（10 月から）小学校入門期（７月まで）の保育・教育を工夫する際の参考と

なるもの。その際、幼児教育施設の教職員が小学校教育を見通せるもの。小学校教員

が幼児教育を踏まえることができるもの。（互いの保育・教育の内容が理解できるもの） 

 

(2) 平成 28 年３月に本県において策定した「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に

関する方針」及び、平成 29 年３月に告示された「幼稚園教育要領、保育所保育指針、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小学校学習指導要領」を踏まえたもの 

 

３ 内容項目（目次） 

                                         

目次 
第１章 幼小接続カリキュラムの必要性 

１ これからの社会を切り拓く資質・能力の育成 
２ 静岡県の教育と現状 

第２章 幼小接続期の教育 

１ 環境を通して行う幼児期の教育 
２ 確かな学力を育む小学校教育 
３ 自己肯定感を高める接続期の教育 

第３章 幼小接続カリキュラム作成のポイント 

１ ５歳後半のカリキュラム作成のポイント 
２ 小学校１学年１学期のカリキュラム作成のポイント 

第４章 静岡県版幼小接続モデルカリキュラム 

１ 全体計画 
２ ５歳児 11 月指導計画 
３ ５歳児○月指導計画 
４ スタートカリキュラム｢がっこうだいすきともだちいっぱい｣ 
５ 幼児期の育ちを踏まえた○○科学習指導案  
６ 幼児期の育ちを踏まえた○○科学習指導案 

第５章 幼小の円滑な接続を支える環境 

１ 乳幼児期の保育について 
２ 中学年以降の教育について 
３ 各園・校におけるカリキュラムマネジメント 
４ 教職員研修の在り方 

第６章 実践事例 

１ 幼児期の保育実践 
２ 小学校の教育実践 
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静岡県幼児教育ポータルアプリの開発・配信 

（義務教育課 幼児教育推進室） 

 

１ 目的 

幼稚園教諭、保育士、行政職員などを対象に幼児教育に関わる情報発信を強化するこ

とで、県内幼児教育の充実を図る。 

 子育て世代の保護者を対象に、子育てに関する情報を発信することにより、子育てに

関する不安感や孤独感の解消を図ることに寄与する。 

 

２ 内容 

 (1) 子育てスマート相談 

   子育て世代の保護者を対象に子育てのヒントに 

なりそうなコラムを掲載 

 (2) お役立ちリンク 

   子育てに役立つサイトのリンク集 

 (3) お知らせ 

   幼児教育推進室の研修会情報など幼児教育に関 

する最新情報を随時掲載 

 

３ 配信までのスケジュール 

平成 28 年 12 月 コンテンツ設計・デザイン開発・ 

 原稿作成 

平成 29 年 1 月 デザイン決定、データ入力 

平成 29 年 2 月 デバック(テスト)アプリ公開申請 

平成 29 年 3 月 配信調整、配信（３月末） 

 

４ その他 

・ 広報用チラシを第２回市町幼児教育担当者会（平成 29 年 2 月 15 日開催）等の会合で

配布した。 

・ 平成 29 年４月当初に、静岡県内全ての園に広報用チラシを配布した。 

・ 幼児教育推進室主催の各研修会等で広報用チラシの配布を行ったり、アプリを使った

演習を行ったりした。 

・ ９月 30 日現在のダウンロード数は、3240 ダウンロードになった。 
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